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３）地域福祉の推進に向けた庁内連携および市と市社協の連携の強化 基本施策３-４

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進していく中で、市における庁内連携と市と市社協

の連携強化が非常に重要となります。

包括的な支援体制の構築に向けては、分野横断型の相談支援体制を構築・強化していくために

は、それを可能にする庁内連携の推進が必要不可欠となります。また、地域住民をはじめとする

多様な主体の参画・協働による地域づくりを進めていくためには、市と市社協の連携が必要不可

欠となります。

本計画では、包括的な相談支援の構築・強化をはじめ、支援会議及び重層的支援会議などをバ

ックアップするための重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の推進、重層的支援体制整備事業

計画の策定などを通じて、庁内連携と市と市社協の連携の強化に取り組みます。また、市及び市

社協において包括的な支援や地域づくりなどを担っていく人材育成を進めます。

めざす大和郡山の姿（再掲）

● 庁内の分野横断型の連携体制および市と市社協の連携体制の構築・強化、市・市社協の

人材育成などにより、地域福祉のマネジメント機能が強化されています。

めざす大和郡山の姿の実現を測る指標

指標
現状値

（令和５年度）

目標値

(令和６～８年度) （令和10年度）

重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の設置・運用 ― 設置・運用 運用

重層的支援体制整備事業計画の策定・推進 ― 策定 推進

市職員及び関係機関専門職等を対象とした

地域共生社会の実現に向けた研修会の開催
― 開催 拡充
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３）地域福祉の推進に向けた庁内連携および市と市社協の連携の強化 基本施策３-４

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進していく中で、市における庁内連携と市と市社協

の連携強化が非常に重要となります。

包括的な支援体制の構築に向けては、分野横断型の相談支援体制を構築・強化していくために

は、それを可能にする庁内連携の推進が必要不可欠となります。また、地域住民をはじめとする

多様な主体の参画・協働による地域づくりを進めていくためには、市と市社協の連携が必要不可

欠となります。

本計画では、包括的な相談支援の構築・強化をはじめ、支援会議及び重層的支援会議などをバ

ックアップするための重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の推進、重層的支援体制整備事業

計画の策定などを通じて、庁内連携と市と市社協の連携の強化に取り組みます。また、市及び市

社協において包括的な支援や地域づくりなどを担っていく人材育成を進めます。

めざす大和郡山の姿（再掲）

● 庁内の分野横断型の連携体制および市と市社協の連携体制の構築・強化、市・市社協の

人材育成などにより、地域福祉のマネジメント機能が強化されています。

めざす大和郡山の姿の実現を測る指標

指標
現状値

（令和５年度）

目標値

(令和６～８年度) （令和10年度）

重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の設置・運用 ― 設置・運用 運用

重層的支援体制整備事業計画の策定・推進 ― 策定 推進

市職員及び関係機関専門職等を対象とした

地域共生社会の実現に向けた研修会の開催
― 開催 拡充
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３）地域福祉の推進に向けた庁内連携および市と市社協の連携の強化  基本施策３-４  

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進していく中で、市における庁内連携と市と市社協

の連携強化が非常に重要となります。 

包括的な支援体制の構築に向けては、分野横断型の相談支援体制を構築・強化していくために

は、それを可能にする庁内連携の推進が必要不可欠となります。また、地域住民をはじめとする

多様な主体の参画・協働による地域づくりを進めていくためには、市と市社協の連携が必要不可

欠となります。

本計画では、包括的な相談支援の構築・強化をはじめ、支援会議及び重層的支援会議などをバ

ックアップするための重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の推進、重層的支援体制整備事業

計画の策定などを通じて、庁内連携と市と市社協の連携の強化に取り組みます。また、市及び市

社協において包括的な支援や地域づくりなどを担っていく人材育成を進めます。

 

めざす大和郡山の姿（再掲）

● 庁内の分野横断型の連携体制および市と市社協の連携体制の構築・強化、市・市社協の

人材育成などにより、地域福祉のマネジメント機能が強化されています。 

めざす大和郡山の姿の実現を測る指標 

指標 
現状値 

（令和５年度） 

目標値 

(令和６～８年度) （令和10年度） 

重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の設置・運用 ― 設置・運用 運用 

重層的支援体制整備事業計画の策定・推進 ― 策定 推進 

市職員及び関係機関専門職等を対象とした 

地域共生社会の実現に向けた研修会の開催 
― 開催 拡充 
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３）地域福祉の推進に向けた庁内連携および市と市社協の連携の強化 基本施策３-４

地域共生社会の実現に向けて地域福祉を推進していく中で、市における庁内連携と市と市社協

の連携強化が非常に重要となります。

包括的な支援体制の構築に向けては、分野横断型の相談支援体制を構築・強化していくために

は、それを可能にする庁内連携の推進が必要不可欠となります。また、地域住民をはじめとする

多様な主体の参画・協働による地域づくりを進めていくためには、市と市社協の連携が必要不可

欠となります。

本計画では、包括的な相談支援の構築・強化をはじめ、支援会議及び重層的支援会議などをバ

ックアップするための重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の推進、重層的支援体制整備事業

計画の策定などを通じて、庁内連携と市と市社協の連携の強化に取り組みます。また、市及び市

社協において包括的な支援や地域づくりなどを担っていく人材育成を進めます。

めざす大和郡山の姿（再掲）

● 庁内の分野横断型の連携体制および市と市社協の連携体制の構築・強化、市・市社協の

人材育成などにより、地域福祉のマネジメント機能が強化されています。

めざす大和郡山の姿の実現を測る指標

指標
現状値

（令和５年度）

目標値

(令和６～８年度) （令和10年度）

重層的支援体制整備事業庁内担当者会議の設置・運用 ― 設置・運用 運用

重層的支援体制整備事業計画の策定・推進 ― 策定 推進

市職員及び関係機関専門職等を対象とした

地域共生社会の実現に向けた研修会の開催
― 開催 拡充
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大和郡山市成年後見制度利用促進基本計画 

１）計画の策定にあたって 

（１）策定の背景・趣旨と計画の位置づけ 

誰もが安心して、その人らしく地域で暮らしていくことができるよう、令和４年（2022 年）３

月 25 日に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見制度の

利用促進を計画的に推進します。 

（２）計画の基本的な考え方 

■ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤とな

る考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの

一層の充実などの成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進めます。 

■ 制度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整

備し、本人の地域社会への参加の実現をめざします。 

・本人の自己決定を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用に努めます。 

・適切な成年後見制度利用のために連携体制整備を行います。 

・成年後見制度以外の権利擁護施策の充実や任意後見制度の利用促進、不正防止等の方策を

推進します。 

■ 福祉と司法の連携強化により、権利擁護支援が適切に受けられるよう体制整備に努めます。 

（３）計画の期間 

第３次大和郡山市地域福祉計画・第２次大和郡山市地域福祉活動計画の計画期間と同様に、

令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。 

 

２）成年後見制度の利用促進に関する取り組みの内容 

（１）制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 

日常生活自立支援事業など関連事業との連携強化や新たな支援策の検討を行います。 

（２）尊厳のある本人らしい生活を継続するための制度の運用改善等 

・意思決定支援の浸透のため、多職種・多分野、地域住民への普及啓発に努めます。 

・適切な後見人等の選任等ができる仕組みづくりを行います。 

・適切な報酬助成の推進に努めます。 

・不正防止の徹底と利用しやすさの調和をめざし、チーム支援ができる体制づくりに努めます。 

（３）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

権利擁護支援が必要な人を、適切に必要な支援につなげられるよう、多職種・他分野との連携のも

と、地域連携ネットワークを構築し、中核機関（成年後見支援センター）の機能強化を行います。 

①「権利擁護の相談支援」機能 

～権利擁護支援の検討に関する場面（成年後見制度の利用前）～ 

・市民や関係機関等に向け、講演会や様々な情報発信により制度についての周知を行います。 
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・任意後見制度への理解と周知を行い、利用の促進を行います。

・本人、家族や関係機関等による相談への対応や、弁護士相談の開催を行い、支援を必要と

する人が利用しやすい環境づくりを行うとともに、必要な支援につなぎます。

・日常生活自立支援事業などの関連制度からスムーズな移行ができるよう支援します。

②「権利擁護の相談支援」機能

～成年後見制度の開始までの場面（申立の準備から後見人の選任まで）～

・コーディネート検討会により、課題の整理や支援方法についての検討、市長申立を含む

適切な申立の調整、後見人等候補者の検討などを行い、成年後見の申立を支援するとと

もに、本人を支える体制づくり（支援チーム）等、制度の利用がしやすい環境づくりを行

います。

・成年後見制度利用支援事業を適切に実施するための体制の構築を行います。

・受任者等、権利擁護支援の担い手の育成につながる取り組みを行います。

③「権利擁護支援チームの自立支援」機能

～成年後見制度の利用開始後に関する場面 （後見人の選任後）～

・選任された後見人等が一人で抱え込まないよう、チーム支援会議を通して継続した支援

ができる仕組みづくりを行います。

・利用者や後見人等が抱える課題等を適切に解決できるよう、法律や福祉の専門職団体等

関係者との連携強化を行います。

・適切な報酬が付与されるための報酬助成を行います。

【権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ】

厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要」をもとに作成

○権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている

人も含めた地域に暮らすすべての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できる

ようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」であ

る。

大和郡山市

成年後見支援

センター

大和郡山市

奈良県
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大和郡山市成年後見制度利用促進基本計画 

１）計画の策定にあたって 

（１）策定の背景・趣旨と計画の位置づけ 

誰もが安心して、その人らしく地域で暮らしていくことができるよう、令和４年（2022 年）３

月 25 日に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見制度の

利用促進を計画的に推進します。 

（２）計画の基本的な考え方 

■ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤とな

る考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの

一層の充実などの成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進めます。 

■ 制度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整

備し、本人の地域社会への参加の実現をめざします。 

・本人の自己決定を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用に努めます。 

・適切な成年後見制度利用のために連携体制整備を行います。 

・成年後見制度以外の権利擁護施策の充実や任意後見制度の利用促進、不正防止等の方策を

推進します。 

■ 福祉と司法の連携強化により、権利擁護支援が適切に受けられるよう体制整備に努めます。 

（３）計画の期間 

第３次大和郡山市地域福祉計画・第２次大和郡山市地域福祉活動計画の計画期間と同様に、

令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。 

 

２）成年後見制度の利用促進に関する取り組みの内容 

（１）制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実 

日常生活自立支援事業など関連事業との連携強化や新たな支援策の検討を行います。 

（２）尊厳のある本人らしい生活を継続するための制度の運用改善等 

・意思決定支援の浸透のため、多職種・多分野、地域住民への普及啓発に努めます。 

・適切な後見人等の選任等ができる仕組みづくりを行います。 

・適切な報酬助成の推進に努めます。 

・不正防止の徹底と利用しやすさの調和をめざし、チーム支援ができる体制づくりに努めます。 

（３）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり 

権利擁護支援が必要な人を、適切に必要な支援につなげられるよう、多職種・他分野との連携のも

と、地域連携ネットワークを構築し、中核機関（成年後見支援センター）の機能強化を行います。 

①「権利擁護の相談支援」機能 

～権利擁護支援の検討に関する場面（成年後見制度の利用前）～ 

・市民や関係機関等に向け、講演会や様々な情報発信により制度についての周知を行います。 
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・任意後見制度への理解と周知を行い、利用の促進を行います。

・本人、家族や関係機関等による相談への対応や、弁護士相談の開催を行い、支援を必要と

する人が利用しやすい環境づくりを行うとともに、必要な支援につなぎます。

・日常生活自立支援事業などの関連制度からスムーズな移行ができるよう支援します。

②「権利擁護の相談支援」機能

～成年後見制度の開始までの場面（申立の準備から後見人の選任まで）～

・コーディネート検討会により、課題の整理や支援方法についての検討、市長申立を含む

適切な申立の調整、後見人等候補者の検討などを行い、成年後見の申立を支援するとと

もに、本人を支える体制づくり（支援チーム）等、制度の利用がしやすい環境づくりを行

います。

・成年後見制度利用支援事業を適切に実施するための体制の構築を行います。

・受任者等、権利擁護支援の担い手の育成につながる取り組みを行います。

③「権利擁護支援チームの自立支援」機能

～成年後見制度の利用開始後に関する場面 （後見人の選任後）～

・選任された後見人等が一人で抱え込まないよう、チーム支援会議を通して継続した支援

ができる仕組みづくりを行います。

・利用者や後見人等が抱える課題等を適切に解決できるよう、法律や福祉の専門職団体等

関係者との連携強化を行います。

・適切な報酬が付与されるための報酬助成を行います。

【権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ】

厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要」をもとに作成

○権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている

人も含めた地域に暮らすすべての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できる

ようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」であ

る。

大和郡山市

成年後見支援

センター

大和郡山市

奈良県

48

大和郡山市成年後見制度利用促進基本計画

１）計画の策定にあたって

（１）策定の背景・趣旨と計画の位置づけ

誰もが安心して、その人らしく地域で暮らしていくことができるよう、令和４年（2022 年）３

月 25 日に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見制度の

利用促進を計画的に推進します。

（２）計画の基本的な考え方

■ 地域共生社会の実現という目的に向け、本人を中心にした支援・活動における共通基盤とな

る考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークの

一層の充実などの成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進めます。

■ 制度の利用を必要とする人が尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整

備し、本人の地域社会への参加の実現をめざします。

・本人の自己決定を尊重し、意思決定支援・身上保護も重視した制度の運用に努めます。

・適切な成年後見制度利用のために連携体制整備を行います。

・成年後見制度以外の権利擁護施策の充実や任意後見制度の利用促進、不正防止等の方策を

推進します。

■ 福祉と司法の連携強化により、権利擁護支援が適切に受けられるよう体制整備に努めます。

（３）計画の期間

第３次大和郡山市地域福祉計画・第２次大和郡山市地域福祉活動計画の計画期間と同様に、

令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。

２）成年後見制度の利用促進に関する取り組みの内容

（１）制度等の見直しに向けた検討と総合的な権利擁護支援策の充実

日常生活自立支援事業など関連事業との連携強化や新たな支援策の検討を行います。

（２）尊厳のある本人らしい生活を継続するための制度の運用改善等

・意思決定支援の浸透のため、多職種・多分野、地域住民への普及啓発に努めます。

・適切な後見人等の選任等ができる仕組みづくりを行います。

・適切な報酬助成の推進に努めます。

・不正防止の徹底と利用しやすさの調和をめざし、チーム支援ができる体制づくりに努めます。

（３）権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり

権利擁護支援が必要な人を、適切に必要な支援につなげられるよう、多職種・他分野との連携のも

と、地域連携ネットワークを構築し、中核機関（成年後見支援センター）の機能強化を行います。

①「権利擁護の相談支援」機能

～権利擁護支援の検討に関する場面（成年後見制度の利用前）～

・市民や関係機関等に向け、講演会や様々な情報発信により制度についての周知を行います。
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・任意後見制度への理解と周知を行い、利用の促進を行います。

・本人、家族や関係機関等による相談への対応や、弁護士相談の開催を行い、支援を必要と

する人が利用しやすい環境づくりを行うとともに、必要な支援につなぎます。

・日常生活自立支援事業などの関連制度からスムーズな移行ができるよう支援します。

②「権利擁護の相談支援」機能

～成年後見制度の開始までの場面（申立の準備から後見人の選任まで）～

・コーディネート検討会により、課題の整理や支援方法についての検討、市長申立を含む

適切な申立の調整、後見人等候補者の検討などを行い、成年後見の申立を支援するとと

もに、本人を支える体制づくり（支援チーム）等、制度の利用がしやすい環境づくりを行

います。

・成年後見制度利用支援事業を適切に実施するための体制の構築を行います。

・受任者等、権利擁護支援の担い手の育成につながる取り組みを行います。

③「権利擁護支援チームの自立支援」機能

～成年後見制度の利用開始後に関する場面 （後見人の選任後）～

・選任された後見人等が一人で抱え込まないよう、チーム支援会議を通して継続した支援

ができる仕組みづくりを行います。

・利用者や後見人等が抱える課題等を適切に解決できるよう、法律や福祉の専門職団体等

関係者との連携強化を行います。

・適切な報酬が付与されるための報酬助成を行います。

【権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ】

厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要」をもとに作成

○権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている

人も含めた地域に暮らすすべての人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できる

ようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様な分野・主体が連携するしくみ」であ

る。

大和郡山市

成年後見支援

センター

大和郡山市

奈良県

権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり
～権利擁護支援の地域連携ネットワークのイメージ～

○ 権利擁護支援の地域連携ネットワークとは、「各地域において、現に権利擁護支援を必要としている人も含めた地域に暮らす全て
の人が、尊厳のある本人らしい生活を継続し、地域社会に参加できるようにするため、地域や福祉、行政などに司法を加えた多様
な分野・主体が連携するしくみ」である。「権利擁護支援チーム」、「協議会」、「中核となる機関（中核機関）」の３つのしく
みからなる。

本人

後見人等

権利擁護支援チーム

家庭裁判所

大和郡山市
成年後見支援
センター

専門職団体地域の
相談支援機関

共通理解の促進の視点

機能強化のためのしくみづくりの視点

本人に身近な家族等

福祉・行政・法律専門職など多様な主体の連携による「支援」機能
①権利擁護の相談支援、②権利擁護支援チームの形成支援、③権利擁護支援チームの自立支援

家庭裁判所による
「制度の運用・監督」機能

奈良県

大和郡山市

ネットワークの
関係者

多様な主体の参画・活躍の視点
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大和郡山市再犯防止推進計画 

１）計画の策定にあたって 

（１）策定の背景・趣旨 

平成 28 年（2016 年）12月に、再犯の防止等の推進に関する法律が成立・施行され、再犯防止

等に関する取り組みを国・地方公共団体・民間が一体となって推進するため、地方公共団体にお

ける地方再犯防止推進計画の策定が努力義務化されました。 

犯罪をした人または非行少年（非行のある少年）もしくは非行少年であった人（以下、「犯罪

をした人等」という。）の中には、安定した仕事や住居がない、薬物やアルコール等への依存が

ある、高齢で身寄りがないなど、地域社会において生活する上で様々な課題や「生きづらさ」を

抱えている人が多く存在します。 

そのような人の再犯を防止するためには、就労、住居、保健医療、福祉等、地域福祉に関する

取り組みを総合的に推進することが重要となっています。 

大和郡山市再犯防止推進計画は、このような状況を踏まえ、本市において、再犯防止の取り組

みを推進していくために策定するものです。 

（２）計画の位置づけ 

大和郡山市再犯防止推進計画は、再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基づく「地方再犯

防止推進計画」として策定します。 

（３）計画の期間 

第３次大和郡山市地域福祉計画・第２次大和郡山市地域福祉活動計画の計画期間と同様に、

令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。 

 

２）再犯防止等に関する現状と課題 

再犯防止に取り組む保護司会、更生保護女性会、協力雇用主会を対象に実施したヒアリング調査

などから、再犯防止を取り巻く現状・課題などを整理しました。 

（１）犯罪をした人等の実態や支援ニーズ 

就労と居住の確保による安定した生活が最も重要 

⚫  犯罪をした人等が抱える問題として、最も大きいものは「就労」、次に「住居」。 

⚫  犯罪をした人等を受け入れる住宅や仕事、引受人が必要。 

⚫  地域との関わりよりも先に、就労など生活が安定できる支援が求められている。 

（２）更生保護・再犯防止に関する活動について 

再犯防止等の関係者や行政、他組織・団体等との情報共有・交換や連携等の仕組みづくりが必要 

⚫  保護観察中に、協力雇用主会や保護観察所、保護司が連携して実施する就労支援活動が重

要な役割を持っている。 

⚫  行政と保護司会との連携に向けた話しあいの場などが必要。 
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⚫  更生保護や再犯防止に関連する組織・団体が状況共有・交換などができる場が必要。 

⚫  地域などで再犯防止などについて情報共有などが行える組織、仕組みが必要。 

⚫  地域で支援が必要な人について情報共有をしてほしい。 

更生保護・再犯防止に対する地域における理解醸成が必要 

⚫  社会を明るくする運動などにより、地域での更生保護、再犯防止に対する理解づくりを進

めることが非常に重要である。 

⚫  地域での更生保護、再犯防止に関する理解と協力が必要。 

その他 

⚫  犯罪歴を秘匿したまま行政に支援を申し出る人もいるが、行政による様々な支援・援助が

再犯防止に大きな役割を果たしている。 

⚫  組織の会員の減少や高齢化などが課題。 

⚫  引受人の悩みに対する理解、協力などが必要。 

 

３）再犯防止の取り組みの内容 

保護司会や更生保護女性会、協力雇用主会などの更生保護関係者や関係機関等との連携を通じて、

再犯防止に向けた取り組みを推進します。 

（１）再犯防止等に関する地域での理解醸成 

①  更生保護・再犯防止に対する地域の理解醸成に向けて、保護司会と連携し、社会を明るく

する運動における啓発活動（街頭啓発、合同研修会）に取り組みます。 

②  保護司会や更生保護女性会、協力雇用主の役割や活動などについて、市民への周知・啓発

に取り組みます。 

（２）犯罪をした人等への切れ目のない支援 

①  保護司による保護観察中の仮出所者への相談・支援を進める更生保護サポートセンターの

活動を支援するとともに、更生保護サポートセンターの周知啓発に取り組みます。 

②  関係機関等と連携し、犯罪をした人等の就労への支援、居住などの確保に取り組みます。 

③  各分野での相談支援機能の強化や分野横断型の相談支援体制の構築・強化などを通じて、

犯罪をした人等への保健医療や福祉サービスの確保に取り組みます。 

（３）再犯防止等の担い手への支援 

①  更生保護・再犯防止の取り組みの拠点となる更生保護サポートセンターの提供をはじめ、

更生保護団体（保護司会、更生保護女性会）を対象とした事業助成などを通じて、再犯防止

等の担い手が活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

②  再犯防止等関係者間や、再犯防止等関係者と行政、その他の関係組織・団体等との情報共

有・交換をはじめとした連携づくりに取り組み、再犯防止に向けた支援体制の構築、強化に

取り組みます。 
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大和郡山市再犯防止推進計画 

１）計画の策定にあたって 

（１）策定の背景・趣旨 

平成 28 年（2016 年）12月に、再犯の防止等の推進に関する法律が成立・施行され、再犯防止

等に関する取り組みを国・地方公共団体・民間が一体となって推進するため、地方公共団体にお

ける地方再犯防止推進計画の策定が努力義務化されました。 

犯罪をした人または非行少年（非行のある少年）もしくは非行少年であった人（以下、「犯罪

をした人等」という。）の中には、安定した仕事や住居がない、薬物やアルコール等への依存が

ある、高齢で身寄りがないなど、地域社会において生活する上で様々な課題や「生きづらさ」を

抱えている人が多く存在します。 

そのような人の再犯を防止するためには、就労、住居、保健医療、福祉等、地域福祉に関する

取り組みを総合的に推進することが重要となっています。 

大和郡山市再犯防止推進計画は、このような状況を踏まえ、本市において、再犯防止の取り組

みを推進していくために策定するものです。 

（２）計画の位置づけ 

大和郡山市再犯防止推進計画は、再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基づく「地方再犯

防止推進計画」として策定します。 

（３）計画の期間 

第３次大和郡山市地域福祉計画・第２次大和郡山市地域福祉活動計画の計画期間と同様に、

令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。 

 

２）再犯防止等に関する現状と課題 

再犯防止に取り組む保護司会、更生保護女性会、協力雇用主会を対象に実施したヒアリング調査

などから、再犯防止を取り巻く現状・課題などを整理しました。 

（１）犯罪をした人等の実態や支援ニーズ 

就労と居住の確保による安定した生活が最も重要 

⚫  犯罪をした人等が抱える問題として、最も大きいものは「就労」、次に「住居」。 

⚫  犯罪をした人等を受け入れる住宅や仕事、引受人が必要。 

⚫  地域との関わりよりも先に、就労など生活が安定できる支援が求められている。 

（２）更生保護・再犯防止に関する活動について 

再犯防止等の関係者や行政、他組織・団体等との情報共有・交換や連携等の仕組みづくりが必要 

⚫  保護観察中に、協力雇用主会や保護観察所、保護司が連携して実施する就労支援活動が重

要な役割を持っている。 

⚫  行政と保護司会との連携に向けた話しあいの場などが必要。 
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⚫  更生保護や再犯防止に関連する組織・団体が状況共有・交換などができる場が必要。 

⚫  地域などで再犯防止などについて情報共有などが行える組織、仕組みが必要。 

⚫  地域で支援が必要な人について情報共有をしてほしい。 

更生保護・再犯防止に対する地域における理解醸成が必要 

⚫  社会を明るくする運動などにより、地域での更生保護、再犯防止に対する理解づくりを進

めることが非常に重要である。 

⚫  地域での更生保護、再犯防止に関する理解と協力が必要。 

その他 

⚫  犯罪歴を秘匿したまま行政に支援を申し出る人もいるが、行政による様々な支援・援助が

再犯防止に大きな役割を果たしている。 

⚫  組織の会員の減少や高齢化などが課題。 

⚫  引受人の悩みに対する理解、協力などが必要。 

 

３）再犯防止の取り組みの内容 

保護司会や更生保護女性会、協力雇用主会などの更生保護関係者や関係機関等との連携を通じて、

再犯防止に向けた取り組みを推進します。 

（１）再犯防止等に関する地域での理解醸成 

①  更生保護・再犯防止に対する地域の理解醸成に向けて、保護司会と連携し、社会を明るく

する運動における啓発活動（街頭啓発、合同研修会）に取り組みます。 

②  保護司会や更生保護女性会、協力雇用主の役割や活動などについて、市民への周知・啓発

に取り組みます。 

（２）犯罪をした人等への切れ目のない支援 

①  保護司による保護観察中の仮出所者への相談・支援を進める更生保護サポートセンターの

活動を支援するとともに、更生保護サポートセンターの周知啓発に取り組みます。 

②  関係機関等と連携し、犯罪をした人等の就労への支援、居住などの確保に取り組みます。 

③  各分野での相談支援機能の強化や分野横断型の相談支援体制の構築・強化などを通じて、

犯罪をした人等への保健医療や福祉サービスの確保に取り組みます。 

（３）再犯防止等の担い手への支援 

①  更生保護・再犯防止の取り組みの拠点となる更生保護サポートセンターの提供をはじめ、

更生保護団体（保護司会、更生保護女性会）を対象とした事業助成などを通じて、再犯防止

等の担い手が活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

②  再犯防止等関係者間や、再犯防止等関係者と行政、その他の関係組織・団体等との情報共

有・交換をはじめとした連携づくりに取り組み、再犯防止に向けた支援体制の構築、強化に

取り組みます。 
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大和郡山市再犯防止推進計画 

１）計画の策定にあたって 

（１）策定の背景・趣旨 

平成 28 年（2016 年）12月に、再犯の防止等の推進に関する法律が成立・施行され、再犯防止

等に関する取り組みを国・地方公共団体・民間が一体となって推進するため、地方公共団体にお

ける地方再犯防止推進計画の策定が努力義務化されました。 

犯罪をした人または非行少年（非行のある少年）もしくは非行少年であった人（以下、「犯罪

をした人等」という。）の中には、安定した仕事や住居がない、薬物やアルコール等への依存が

ある、高齢で身寄りがないなど、地域社会において生活する上で様々な課題や「生きづらさ」を

抱えている人が多く存在します。 

そのような人の再犯を防止するためには、就労、住居、保健医療、福祉等、地域福祉に関する

取り組みを総合的に推進することが重要となっています。 

大和郡山市再犯防止推進計画は、このような状況を踏まえ、本市において、再犯防止の取り組

みを推進していくために策定するものです。 

（２）計画の位置づけ 

大和郡山市再犯防止推進計画は、再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基づく「地方再犯

防止推進計画」として策定します。 

（３）計画の期間 

第３次大和郡山市地域福祉計画・第２次大和郡山市地域福祉活動計画の計画期間と同様に、

令和６年度（2024 年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。 

 

２）再犯防止等に関する現状と課題 

再犯防止に取り組む保護司会、更生保護女性会、協力雇用主会を対象に実施したヒアリング調査

などから、再犯防止を取り巻く現状・課題などを整理しました。 

（１）犯罪をした人等の実態や支援ニーズ 

就労と居住の確保による安定した生活が最も重要 

⚫  犯罪をした人等が抱える問題として、最も大きいものは「就労」、次に「住居」。 

⚫  犯罪をした人等を受け入れる住宅や仕事、引受人が必要。 

⚫  地域との関わりよりも先に、就労など生活が安定できる支援が求められている。 

（２）更生保護・再犯防止に関する活動について 

再犯防止等の関係者や行政、他組織・団体等との情報共有・交換や連携等の仕組みづくりが必要 

⚫  保護観察中に、協力雇用主会や保護観察所、保護司が連携して実施する就労支援活動が重

要な役割を持っている。 

⚫  行政と保護司会との連携に向けた話しあいの場などが必要。 
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⚫  更生保護や再犯防止に関連する組織・団体が状況共有・交換などができる場が必要。 

⚫  地域などで再犯防止などについて情報共有などが行える組織、仕組みが必要。 

⚫  地域で支援が必要な人について情報共有をしてほしい。 

更生保護・再犯防止に対する地域における理解醸成が必要 

⚫  社会を明るくする運動などにより、地域での更生保護、再犯防止に対する理解づくりを進

めることが非常に重要である。 

⚫  地域での更生保護、再犯防止に関する理解と協力が必要。 

その他 

⚫  犯罪歴を秘匿したまま行政に支援を申し出る人もいるが、行政による様々な支援・援助が

再犯防止に大きな役割を果たしている。 

⚫  組織の会員の減少や高齢化などが課題。 

⚫  引受人の悩みに対する理解、協力などが必要。 

 

３）再犯防止の取り組みの内容 

保護司会や更生保護女性会、協力雇用主会などの更生保護関係者や関係機関等との連携を通じて、

再犯防止に向けた取り組みを推進します。 

（１）再犯防止等に関する地域での理解醸成 

①  更生保護・再犯防止に対する地域の理解醸成に向けて、保護司会と連携し、社会を明るく

する運動における啓発活動（街頭啓発、合同研修会）に取り組みます。 

②  保護司会や更生保護女性会、協力雇用主の役割や活動などについて、市民への周知・啓発

に取り組みます。 

（２）犯罪をした人等への切れ目のない支援 

①  保護司による保護観察中の仮出所者への相談・支援を進める更生保護サポートセンターの

活動を支援するとともに、更生保護サポートセンターの周知啓発に取り組みます。 

②  関係機関等と連携し、犯罪をした人等の就労への支援、居住などの確保に取り組みます。 

③  各分野での相談支援機能の強化や分野横断型の相談支援体制の構築・強化などを通じて、

犯罪をした人等への保健医療や福祉サービスの確保に取り組みます。 

（３）再犯防止等の担い手への支援 

①  更生保護・再犯防止の取り組みの拠点となる更生保護サポートセンターの提供をはじめ、

更生保護団体（保護司会、更生保護女性会）を対象とした事業助成などを通じて、再犯防止

等の担い手が活動しやすい環境づくりに取り組みます。 

②  再犯防止等関係者間や、再犯防止等関係者と行政、その他の関係組織・団体等との情報共

有・交換をはじめとした連携づくりに取り組み、再犯防止に向けた支援体制の構築、強化に

取り組みます。 

 

  


